
平成 20年度「ぱあとなあ宮崎」事業計画 
 

 

１．事業目的 

 この事業は、社団法人日本社会福祉士会宮崎県支部（以下「本支部」という。）規約第4条1項第１

号に基づき、社会福祉の援助を必要とする人々の権利擁護に関わる成年後見人の登録・紹介ならびに成

年後見・権利擁護に関わる事業を公正かつ適正に行うことを目的とする。 
 

 

２．事業内容 

⑴ 会員の成年後見人紹介に関すること 
⑵ 会員の研修に関すること 
⑶ 会員の支援に関すること 
⑷ 権利擁護及び成年後見制度に関する啓発事業に関すること 
⑸ 成年後見制度に関する専門職団体、関係団体との連絡・調整に関すること 
⑹ その他「ぱあとなあ宮崎」の活動に必要と認められる事項 
 

 

３．事業予定 

日 時 場   所 内      容 

Ｈ２０年 4 月 5 日 宮崎県福祉総合センター ◎「ぱあとなあ宮崎」定例会 

Ｈ２０年 5 月14日 宮崎県弁護士会会館 ◎弁護士会及び社会福祉士会との協議会 

Ｈ２０年 6 月 1 日 宮崎市中央公民館 ◎「ぱあとなあ宮崎」定例会 

Ｈ２０年 7 月16日 宮崎県弁護士会会館 ◎弁護士会及び社会福祉士会との協議会 

Ｈ２０年 8 月  宮崎県福祉総合センター ◎「ぱあとなあ宮崎」定例会 

Ｈ２０年 9 月17日 宮崎県弁護士会会館 ◎弁護士会及び社会福祉士会との協議会 

Ｈ２０年 9 月27日 宮崎県福祉総合センター ◎弁護士会・社会福祉士会合同相談会 

Ｈ２０年10月 宮崎県福祉総合センター ◎「ぱあとなあ宮崎」定例会 

Ｈ２０年12月 宮崎県福祉総合センター ◎「ぱあとなあ宮崎」定例会 

Ｈ２０年12月 1８日 宮崎県弁護士会会館 
◎ 弁護士会及び社会福祉士会との協議会 

◎ 協議会後に忘年会 

Ｈ２1年 ２月  宮崎県福祉総合センター ◎「ぱあとなあ宮崎」定例会 

Ｈ２1年 2月 10日 宮崎県弁護士会会館 ◎弁護士会及び社会福祉士会との協議会 

随時 宮崎県司法書士会館 ◎宮崎県成年後見制度推進ネットワーク会議 

随時  ◎各団体などからの依頼講義 

 
 


